
 議案第３５号 

   墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の一部を改正す

る条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年３月３１日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の一部を改正す

る条例 

 墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例（昭和３１年墨田区条例第

２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「７８万３，０００円」を「８４万３，０００円」に改める。  

 第６条の次に次の１条を加える。 

 （職務に専念する義務の特例） 

第７条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

１１条第５項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の

職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和３３年墨田区条例第１３号）の適用

を受ける職員の例による。 

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 

 

（提案理由） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により教育長が常勤の特別職

に位置付けられること等に伴い、教育長の給料の額を改定する等の必要がある。 


